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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膨らませるボール用の内袋（１）であって、
　ａ．　前記内袋の内部に延在する少なくとも二つの補強平面（１０）、および
　ｂ．　前記内袋（１）内に配置され、前記補強平面（１０）によって所定の位置に維持
される少なくとも一つの電子デバイス（３０）を有し、
　前記電子デバイス（３０）が前記少なくとも二つの補強平面（１０）の間の交線（１１
）に配置されていることを特徴とする内袋（１）。
【請求項２】
　前記電子デバイス（３０）が前記内袋（１）の実質的に中心に配置されていることを特
徴とする請求項１記載の内袋（１）。
【請求項３】
　前記電子デバイス（３０）が前記内袋（１）内に複数配置されていることを特徴とする
請求項１または２記載の内袋（１）。
【請求項４】
　前記少なくとも二つの補強平面（１０）の間の交線（１１）が、前記内袋（１）の中心
から外側に実質的に半径方向に延在することを特徴とする請求項１から３いずれか１項記
載の内袋（１）。
【請求項５】
　前記少なくとも二つの補強平面（１０）が９０°ではない角度で交差することを特徴と
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する請求項１から４いずれか１項記載の内袋（１）。
【請求項６】
　前記交線（１１）を少なくとも二つ有し、該交線が実質的に１２０°の角度をなすこと
を特徴とする請求項１から５いずれか１項記載の内袋（１）。
【請求項７】
　前記交線（１１）が前記内袋（１）の外面（２）と接触する接点（１２）が実質的に正
四面体を画成することを特徴とする請求項６記載の内袋（１）。
【請求項８】
　前記補強平面（１０）が前記内袋（１）の外面（２）と接触する接線（１３）が、膨ら
ますべきボールの表皮の少なくとも一つのパネルの形状に実質的に対応することを特徴と
する請求項１から７いずれか１項記載の内袋（１）。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの補強平面（１０）が、前記内袋（１）内の圧力を等しくできるよ
うに少なくとも一つの開口部（２１）を有することを特徴とする請求項１から８いずれか
１項記載の内袋（１）。
【請求項１０】
　前記開口部（２１）が前記補強平面（１０）の実質的に中心にあることを特徴とする請
求項９記載の内袋（１）。
【請求項１１】
　前記補強平面（１０）が、前記内袋（１）の外面（２）に接触しない少なくとも一つの
補助平面（４０）を有することを特徴とする請求項１から１０いずれか１項記載の内袋（
１）。
【請求項１２】
　複数の前記補助平面（４０）を有し、該補助平面（４０）が、少なくとも一つの電子デ
バイスが中に配置される内部体積を画成することを特徴とする請求項１１記載の内袋（１
）。
【請求項１３】
　前記内袋（１）および／または前記補強平面（１０）および／または前記補助平面（４
０）に用いられる材料がＴＰＵを有してなることを特徴とする請求項１から１２いずれか
１項記載の内袋（１）。
【請求項１４】
　膨らませるボール用の内袋（１）であって、
　ａ．　前記内袋（１）内の別個のチャンバ（５０）の内部に配置された少なくとも一つ
の電子デバイス（３０）、および
　ｂ．　前記電子デバイス（３０）を前記内袋（１）内の所定の位置に維持するように配
置された複数の実質的に弾性のない引張要素（６０）、
を有してなる内袋（１）。
【請求項１５】
　前記チャンバ（５０）が、前記複数の引張要素（６０）の間に延在する複数の補助平面
（５１）により画成されることを特徴とする請求項１４記載の内袋（１）。
【請求項１６】
　前記チャンバ（５０）が丸い形状を有することを特徴とする請求項１４記載の内袋（１
）。
【請求項１７】
　前記チャンバ（５０）が前記内袋（１）の内部に関して気密であることを特徴とする請
求項１４から１６いずれか１項記載の内袋（１）。
【請求項１８】
　前記チャンバ（５０）が、該チャンバの内側と外側の圧力を等しくできるように前記内
袋（１）の内部への開口部（５２）を少なくとも一つ有することを特徴とする請求項１４
から１６いずれか１項記載の内袋（１）。
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【請求項１９】
　前記デバイス（３０）が前記内袋（１）の実質的に中心に配置され、前記少なくとも一
つの引張要素（６０）が前記デバイス（３０）から実質的に半径方向外側に延在すること
を特徴とする請求項１４から１８いずれか１項記載の内袋（１）。
【請求項２０】
　前記複数の引張要素（６０）の内の少なくとも一つが、該引張要素（６０）を、前記内
袋（１）の外面（２）および／または前記デバイス（３０）または前記チャンバ（５０）
にしっかりと固定するために一端に搭載手段（６２）を少なくとも一つ有することを特徴
とする請求項１４から１９いずれか１項記載の内袋（１）。
【請求項２１】
　前記少なくとも一つの引張要素（６０）が繊維の束（６１）を有してなり、前記搭載手
段（６２）が前記束の周りに射出されたプラスチック材料から構成されることを特徴とす
る請求項２０記載の内袋（１）。
【請求項２２】
　前記繊維の束（６１）が、５００Ｎより大きい短期引張強度を有することを特徴とする
請求項２１記載の内袋（１）。
【請求項２３】
　前記引張要素（６０）が、前記内袋（１）の成形中に生じる温度に耐えられるほど十分
な耐熱性を有することを特徴とする請求項１４から２２いずれか１項記載の内袋（１）。
【請求項２４】
　膨らませるボール用の内袋（１）であって、
　ａ．　前記内袋（１）が膨らまされたときに該内袋（１）の外側から内側に半径方向に
延在し、該内袋（１）の実質的に中心にチャンバ（５０’）を画成する複数の中空支柱（
６０’）、および
　ｂ．　前記チャンバ（５０’）の内部に配置された少なくとも一つの電子デバイス（３
０）、
を有してなり、前記中空支柱（６０’）の少なくとも一つが、前記デバイス（３０）を、
該中空支柱（６０’）を通して、前記内袋（１）の外側から内側に挿入できるように他の
中空支柱（６０’）とは異なる十分なサイズを有することを特徴とする内袋（１）。
【請求項２５】
　前記内袋（１）が繊維により補強されたラテックス材料から構成されることを特徴とす
る請求項２４記載の内袋（１）。
【請求項２６】
　前記デバイス（３０）を挿入するための前記中空支柱（６０’）が、前記内袋（１）の
弁を受容するための受容部（７０）に対称的に配置されていることを特徴とする請求項２
４または２５記載の内袋（１）。
【請求項２７】
　請求項１から２６いずれか１項記載の内袋を有するボール。
【請求項２８】
　前記内袋（１）と前記ボールの表皮との間に配置されたカーカス（３００）をさらに備
えることを特徴とする請求項２７記載のボール。
【請求項２９】
　請求項１から１３いずれか１項記載の内袋、および表皮を備えたボールであって、前記
内袋（１）と前記ボールの表皮との間にカーカス（３００）を有すると共に、前記電子デ
バイス（３０）および／または前記カーカス（３００）に接続された搭載ケーブル（３１
０）が前記補強平面（１０）の少なくとも一つの中に組み込まれていることを特徴とする
ボール。
【請求項３０】
　前記搭載ケーブル（３１０）が前記補強平面（１０）の二つの部分平面の間に配置され
ていることを特徴とする請求項２９記載のボール。
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【請求項３１】
　請求項１４から２３いずれか１項記載の内袋、および表皮を備えたボールであって、前
記内袋（１）と前記ボールの表皮との間にカーカス（３００）を有すると共に、前記引張
要素が搭載脚部（６３）を介して前記内袋（１）に搭載され、前記内袋が前記カーカス（
３００）の搭載面（３３０）に搭載されていることを特徴とするボール。
【請求項３２】
　請求項２４から２６いずれか１項記載の内袋、および表皮を備えたボールであって、前
記内袋（１）と前記ボールの表皮との間にカーカス（３００）を有すると共に、前記電子
デバイス（３０）および／または前記カーカス（３００）に接続された追加の搭載ケーブ
ル（３１０）が前記中空支柱（６０’）の少なくとも一つの中に配置されていることを特
徴とするボール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、膨らませるボール、特にサッカーボールのための内袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サッカー、ハンドボールまたはバレーボールなどの多くのスポーツにおいて、試合を観
戦している人のために、追加の情報を提供することが望ましい。これは、例えば、試合時
間の任意の時点でのプレーヤーやボールの位置、またはボールの速度および個々のプレー
ヤーの速さと能力についての情報に関する。審判や、試合で規則が遵守されていることを
監視する他の人々も、そのような情報から恩恵を受け、試合をより確実に管理するであろ
う。最後に、トレーナーや、競技者の医療スタッフの観点から、フィールド上の出来事を
観察するだけでなく、試合の正確な過程についての信頼できるデータを得ることも道理に
適っている。
【０００３】
　したがって、近年、送信器がボール内に配置され、ことによるとさらに他の送信器がプ
レーヤーに取り付けられ、それらの送信器が電磁波や他の信号を発したり反射したりする
いくつかの方法が提案されている。これらの信号は、適切に設置された受信機により捕ら
えられ、試合時間の任意の時点で、物体、例えば、ボールの位置や速度に関する所望の情
報を提供できる。そのような追跡システムの例が、特許文献１から６より知られている。
【０００４】
　そのような追跡システムの絶対的に必要な事項は、ボール内に送信器またはリフレクタ
を確実かつ永久的に配置することである。このことは、サッカーボールなどの膨らませる
内袋を有する大きなボールの場合、特に、重大な問題である。中に送信器を吊り下げて、
第１に、電子部品の損傷を避けるために、ボールの変形や加速の下で生じる機械的負荷を
緩衝すべきである。さらに、挿入された送信器は、ボールの力学的性質および軌道に影響
を与えないことが好ましい。最後に、多くの用途で、ボールの中心がいつ特定のライン、
例えば、サッカーのゴールのゴールラインを通過したかに関して正確な判定が必要とされ
る。したがって、送信器は、ボール内の正確に定義された位置を取り、その位置を永久的
に維持すべきである。
【０００５】
　この問題を解決するための従来技術から知られている手法は、これまで、送信器または
それに相当するデバイスが、ボールの内袋の内部にいくつかの弾性ワイヤまたは同様の装
置によって自由に吊り下げられる構成のみに関する。そのような配置は、例えば、既に述
べた特許文献６および特許文献７から９より知られている。同様の構成が、特許文献１０
および１１より知られており、これら最後の二つの文献は、ボールの内部に永久的に配置
された他のデバイスに関するものである。
【０００６】
　しかしながら、現在公知の解決策には、いつくかの理由のために欠点がある。一方では
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、従来技術に開示された内袋とそれに対応するボールを製造することは非常に難しく、そ
れには、多数の手作業の加工段階が必要である。他方で、これまでに知られている内袋は
、敏感な電子部品を損傷から永久的に保護するために要求される安定性を持ち合わせてい
ない。さらに、現在まで、ボールの中心に電子部品を確実に永久的に配置することは達成
できていない。
【０００７】
　内袋自体の安定性を増加させるための手法が特許文献１２および１３から知られている
。しかしながら、これらの文献は、ボールの（例えば、それぞれ、一般的な球形状を持つ
正確に丸いボールまたは多面形ボールの）形状安定性のみに関し、内袋の内部における安
定性を改善するための、または敏感なデバイスを適切に吊り下げるための手がかりは全く
提供していない。
【特許文献１】独国特許発明第４２３３３４１Ｃ２号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１００５５２８９Ａ１号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１００２９４６４Ａ１号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第１００２９４５６Ａ１号明細書
【特許文献５】独国特許出願公開第１００２９４６３Ａ１号明細書
【特許文献６】独国実用新案第２０００４１７４Ｕ１号明細書
【特許文献７】独国特許出願公開第１００２９４５９Ａ１号明細書
【特許文献８】国際公開第９７／２０４４９号パンフレット
【特許文献９】仏国特許第２６６７５１０号明細書
【特許文献１０】米国特許第６２５１０３５号明細書
【特許文献１１】独国特許発明第８２９１０９号明細書
【特許文献１２】米国特許第４８２６１７７号明細書
【特許文献１３】独国特許発明第３９１８０３８Ｃ２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、本発明の課題は、送信器または別の電子デバイスを所定の位置に維持でき
、デバイスの損傷を防ぐために、発生する負荷を十分に緩衝する膨らませるボール、特に
サッカーボールを提供することにある。さらに別の態様によれば、内袋は、製造が費用効
果的であり、ボールの他の性質に悪影響を与えないべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様によれば、この課題は、膨らませるボール、特にサッカーボール用
の内袋であって、内袋の内部に延在する少なくとも二つの補強平面、および内袋の内部に
配置され、補強平面によって所定の位置に維持される少なくとも一つの電子デバイスを有
してなる内袋により解決される。
【００１０】
　上述した従来技術とは反対に、本発明の第１の態様による電子デバイスは、伝達できる
のが引張力のみにとどまらない要素により配置される。電子デバイスが所定の位置から外
れたときに、補強平面が追加の剪断力を提供する。さらに、補強平面は、そのどのような
動きによっても内袋内部の気積が変わるので、デバイスに生じる振動を、油圧式緩衝器の
ように緩和する。したがって、例えば、本発明による内袋を有するサッカーボールが、プ
レーヤーの鋭いキックによって最初に著しく変形し、これにより、デバイスが元の位置か
ら実質的に外れたときに、内袋は、元の外形だけでなく、内部の元の構造を迅速に回復す
ることが補強平面により確実になる。
【００１１】
　さらに別の利点は、内袋の内部にある補強平面により決定される上述した気積によって
電子デバイスに作用する加速力のより効果的な緩衝である。これにより、電子デバイスへ
の機械的負荷が減少し、それによって、デバイスの寿命が増加する。
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【００１２】
　電子デバイスは内袋の実質的に中心に配置されることが好ましい。さらに、このデバイ
スは、少なくとも二つの補強平面の交線に配置されることが好ましい。そのように配置に
よって、電子デバイスが中心から外れたときに、いくつかの補強平面が復元力を提供する
ことが確実になる。
【００１３】
　少なくとも二つの補強平面の交線は、内袋の中心から外側に実質的に半径方向に延在す
る。この少なくとも二つの補強平面は、９０°ではない角度で交差することが好ましい。
現在特に好ましい実施の形態において、内袋は少なくとも二つの交線を有しており、交線
が実質的に１２０°の角度を画成することが好ましい。交線と内袋の外面との接点が実質
的に正四面体を画成することが好ましい。この配置により、限られた数の内部の補強平面
による低重量と高度の安定性とが組み合わせられる。
【００１４】
　本発明による内袋の別の特に安定な実施の形態において、補強平面が内袋の外面に接触
する線は、膨らませるボールの表皮の少なくとも一つのパネルの形状に実質的に対応する
。
【００１５】
　少なくとも一つの補強平面は、内袋の内圧を等しくするための少なくとも一つの開口部
を有することが好ましく、この開口部は、ある実施の形態において、補強平面の実質的に
中心に配置されている。
【００１６】
　補強平面は、内袋の外面に接触しない一つ以上の補助平面を有してなることが好ましい
。この補助平面は、少なくとも一つの電子デバイスがその中に配置される内部体積を決定
することが好ましい。この内部体積は、電子デバイスのための追加の緩衝保護を提供し、
デバイスの所定の位置からのずれを制限する。
【００１７】
　さらに別の態様によれば、本発明は、膨らませるボール、特にサッカーボール用の内袋
であって、内袋の内部に配置された少なくとも一つの電子デバイスおよびこのデバイスを
内袋の内部の所定の位置に維持するために配置された複数の引張要素を有してなり、この
デバイスは内袋の内部にある別個のチャンバ内に配置されることが好ましい内袋に関する
。
【００１８】
　好ましいチャンバは、電子デバイスの敏感な部品のための追加の保護を提供する。これ
は、使用に際してだけでなく、デバイスを最初に内袋中に挿入し、緩衝の吊り下げによっ
て衝撃や他の機械的負荷に対してまだ保護されていないときの組立てに際しても当てはま
る。
【００１９】
　第１の実施の形態において、チャンバは、複数の引張要素の間に延在する複数の補助平
面により画成される。その結果、追加の別の空気緩衝が電子デバイスの周りに形成され、
改善された緩衝効果が提供される。
【００２０】
　さらに現在好ましい実施の形態において、チャンバは丸い形状を有し、この形状は実質
的に球であることが好ましい。そのような形状は、発生する機械的負荷に対して最大の保
護を提供する。内袋が極端に変形したとき、例えば、サッカーボールのペナルティー・キ
ックのとき、外面が、デバイスの所定の位置を超えて変形した場合、チャンバの丸い形状
は、発生する衝撃が、チャンバを好ましくは側方にそらし、敏感な電子デバイスを破壊し
得る部品の最大加速を生じないことを確実にする。
【００２１】
　さらに、球形状は、内袋内部の重量分布に最大の対称性を持たせ、したがって、ボール
の力学的性質および飛行経路への影響をできるだけ少なくする。最後に、チャンバの丸い
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形状により、ボールが極端に変形した最中に内袋の壁の内面とチャンバとが接触した場合
、内袋への損傷を防ぐ。
【００２２】
　複数の引張要素の少なくとも一つが、その引張要素を、内袋の外面および／またはデバ
イスまたはチャンバにしっかりと固定するために、一端で、搭載手段を有してなることが
好ましい。この少なくとも一つの引張要素は繊維の束を有してなり、搭載手段は、繊維の
束の周りに射出成形されたプラスチック材料から構成される。そのような搭載手段は比較
的容易に製造でき、内袋内部のチャンバ／デバイスの最終的な組立てが容易になる。
【００２３】
　繊維の束は、＞５００Ｎ、好ましくは＞１０００Ｎ、特に好ましくは＞１２００Ｎの短
期引張強度を有する。しかしながら、５００Ｎ未満の値も一般には可能である。ホイール
のスポークと同様に、より高い引張強度が、引張要素のより高い予備張力を可能にし、こ
れは転じて、内袋内のデバイスをより安定に配置することになる。
【００２４】
　費用効率的な製造のために、さらに、引張要素が十分な耐熱性を有することが好ましい
。これにより、引張要素と、必要であれば、デバイスとを、製造の最終的な成形工程の前
に内袋の内部に挿入することができる。
【００２５】
　最後に、本発明は、さらに別の態様によると、膨らませるボール、特にサッカーボール
用の内袋であって、複数の中空支柱を有してなる内袋に関する。内袋を膨らませるときに
、中空支柱は、内袋の外側から内部に半径方向に延在し、内袋の実質的に中心に、空洞を
画成する。さらに、内袋は、空洞内に配置された少なくとも一つの電子デバイスを備え、
少なくとも一つの中空支柱が、デバイスを内袋の外側から中心にこの中空に通して挿入で
きるような十分なサイズを有している。
【００２６】
　そのような配置によって、デバイスを内袋中に挿入できるだけでなく、デバイスが破損
した場合には、そこから取り出すことができる。デバイスを挿入するための中空支柱は、
内袋の他の中空支柱とは異なるサイズを有することが好ましい。デバイスを挿入するため
の中空支柱が、内袋の弁開口部を受け入れるための受容部に対して対称に配されている配
置が特に好ましい。その結果、内袋内の重量分布がより均一になり、内袋の挿入が与える
、対応するボールの軌道への影響ができるだけ小さくなる。
【００２７】
　ある実施の形態において、内袋は、油または水などの液体中に溶融または溶解できるコ
アの周りに熱可塑性材料を成形することによって製造でき、このときコアは、内袋材料を
成形したときにある間隔で配置されている。その結果、電子デバイスの所定の形状とサイ
ズのために正確に設計された比較的複雑な形状の内袋を形成できる。例えば、内袋材料が
射出により施されるときに、この配置を用いてよい。あるいは、間の開いた成形コアの構
成物を、内袋を形成するために、液体の内袋材料、例えば、ラテックス中に浸漬してもよ
い。
【００２８】
　本発明による内袋の追加の都合のよい改変は、さらなる従属請求項の主題である。
【００２９】
　最後に、本発明は、本発明の上述した実施の形態による内袋を有するボールに関する。
ボールは、内袋とボールの表皮との間に配置されたカーカスを有することが好ましい。ボ
ールの内袋が上述した補強平面を使用する場合、搭載ケーブルが、少なくとも一つの補強
平面中に組み込まれ、電子部品とカーカスに取り付けられている。それゆえ、ボールのカ
ーカスは、電子部品の取付けに含まれ、したがって、ボール内の正確かつ永久的な位置決
めを安定化させる。
【００３０】
　搭載ケーブルは補強平面の二つの部分表面の間に配置されることが好ましい。そのよう
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な「サンドイッチ」配置は、製造が特に容易である。
【００３１】
　ボールが、搭載脚部により内袋に取り付けられている引張要素を有する上述した内袋を
使用する場合、内袋自体は、搭載脚部の範囲内でカーカスの搭載表面に取り付けられるこ
とが好ましい。この実施の形態は、内袋とカーカスとの間、すなわち、ボールが加速され
るかまたは変形されたときに、内袋が電子部品から最高の引張負荷にさらされるまさにそ
の領域の相互接続を提供する。
【００３２】
　同様に、電子部品とカーカスとを相互接続する追加の搭載ケーブルは、少なくとも一つ
の中空支柱を有してなる上述した種類の内袋を有するボール内、好ましくはこの中空支柱
内に配置される。
【００３３】
　本発明によるボールのさらに好ましい実施の形態は、さらなる従属請求項の主題である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下の詳細な説明において、本発明による内袋の現在好ましい実施の形態を、図面を参
照して説明する。
【００３５】
　以下、本発明の現在好ましい実施の形態を、追跡システムに使用するために送信器が内
袋の内部に配置されている、サッカーボール用の内袋を参照して説明する。しかしながら
、本発明は、ハンドボール、バレーボール、ラグビーボールまたはバスケットボールなど
の、膨らませる内袋を使用する他のボールにも使用できることが理解されよう。さらに、
送信器の代わりに、異なるデバイス、例えば、単純な圧力センサまたは音響信号を提供す
るためのデバイス、もしくは測定目的のためまたは信号を提供するために電流を使用する
任意の他のデバイスを内袋の内部に配置しても差し支えない。以下において、電磁波のた
めの受動的リフレクタも、本発明の意味において電子デバイスと考えられる。
【００３６】
　しかしながら、送信器が能動的電子部品である場合、電源が必要であり、これは、例え
ば、小さな蓄電池によるものであってよい。これ以降に説明する内袋の実施の形態におい
て用いられるこの蓄電池を充電するために、様々な構成が考えられる（図示せず）。
【００３７】
　第１の可能性は、ボールの外面またはその近くに、例えば、弁開口部の周りに、インダ
クション・コイルを配置することである。このインダクション・コイルを外部の交番電磁
場に施すと、送信器の蓄電池は、接触せずに充電されるであろう。しかしながら、インダ
クション・コイルは、ボールの内部に配置してもよい。この場合、好ましくはボールの中
心に配置されたインダクション・コイルが交番発電ユニットに十分に近くにもってこられ
るように、ボールをしぼませることが好ましい。
【００３８】
　しかしながら、接点を配置する、例えば、ボールの柔軟な外面、または弁内または弁上
を適切に金属化し、したがって、送信器への電気接触を、対応するプラグにより発生させ
ることも考えられる。この場合、少なくとも一つのデータ・ラインが追加に設けられ、そ
れによって、送信器に格納された充電状態や他のデータに関する情報が読みとられる。
【００３９】
　外部から充電される蓄電池の使用以外に、ボールの加速運動からエネルギーを発生させ
る送信器用の電源を提供することも考えられる。例えば、自家発電式腕時計について知ら
れているそのようなシステムには、ボールが永久的に使用の準備ができており、充電が必
要ないという利点がある。
【００４０】
　原則として、ボール、例えば、サッカーボールは、表皮内に配置された内袋を有してな
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る。サッカーボールの場合、表皮は通常、互いに接着されている、縫いつけられている、
または溶着されている複数のパネル（例えば、公知の五角形や六角形）からなる。形態の
安定性を改善するために、内袋と表皮との間にカーカスを必要に応じて配置することも可
能である。単純な場合、カーカスは、内袋に周りに巻きつけられたバンドなどからなり、
これも内袋に接着されていてもよい。サッカーボールの別の例示構造が本出願人の独国特
許発明第１９７３２８２４Ｃ２号明細書に論じられている。
【００４１】
　図１は、本発明の第１の態様による内袋１の全体図を示す。内袋１、並びに以下に論じ
られている別の実施の形態は、ボールの表皮（図示せず）および適用できればカーカス（
図１には示されていない）の内部に配置される。しかしながら、内袋の表面に、別個の表
皮を必要とせずに内袋１自体をボールとして使用できるように適切なコーティングを設け
ることも考えられる。
【００４２】
　図１の全体図から導かれるように、内袋１の球形体積をいくつかのチャンバ２０に分割
する補強平面１０が内袋の内部に配置されている。概略的にしか示されていない電子デバ
イス３０が、補強平面１０の交差部分に配置されており、それによって、内袋１の実質的
に中心に配置されている。しかしながら、故障に対する信頼性を増加させるために、内袋
の中心の周りに平面上に対称に分布したいくつかの電子デバイス、例えば、いくつかの余
分な送信器を配置することも可能である。あるいは、内袋の中心に送信器の重い部品を配
置し、軽い部品を内袋内に対称に分布させることも考えられる。例えば、以下に説明する
、補強平面１０、引張要素６０、搭載ケーブル３１０などの中にアンテナまたは類似の機
能要素を分布させてもよい。内袋の外面に一つ以上のアンテナを分布させることも考えら
れる。
【００４３】
　内袋１の内部の補強平面１０の選択と配置に関して、一方では軽い重量と、他方では電
子デバイス３０の十分に安定な支持との間で妥協しなければならない。これに関連して、
直交する補強平面１０はそれほど好ましくないことが分かった。対照的に、６枚の補強平
面１０全体が組になって約１２０°の角度で交差している図１から３に示した配置が特に
好ましい。その結果、交線１１が内袋１の表面に接触する接点１２（図１は一つの接点１
２のみを示し、図２および３では示されていない）が、正四面体の角を画成する。
【００４４】
　図４は、多数の補強平面１０を有する代わりの実施の形態を示している。補強平面１０
が内袋１の外面２に接触している接線１３（一部だけが示されている）は、膨らませるべ
きボールの表皮の少なくとも一つのパネルの形状、例えば、よく知られた五角形パネルの
形状に実質的に対応しているのが分かる。
【００４５】
　図１から４に示した実施の形態において、電子デバイス３０が、内袋の中心から外れた
場合に、瞬時に元の位置に戻ることを確実にするために、いくつかの機構が用いられる。
まず最初に、補強平面１０の交差部に配置されていることが好ましいデバイス３０がずれ
ると、補強表面１０内に歪みが生じ、したがって、能動的な復元力が生じる。さらに、デ
バイス３０が内袋１の中心からずれると、補強平面１０および／または内袋１の外面２に
より画成されるチャンバの体積が変わる。これによって、隣接するチャンバ２０内に圧力
差が生じ、これがさらに、電子デバイス３０を元の位置に迅速に戻らせる。
【００４６】
　元の位置の周りでの繰り返しの振動を防ぐために、様々なチャンバ２０の間に開口部２
１を設けることが重要なことがある。これによって、圧力を等しくすることができ、開始
位置の周りでのデバイス３０の振動は、あるチャンバ２０から別のチャンバへの気流によ
って緩和される。これは、オイルが、バンパーのある１つのチャンバから別のチャンバへ
と小さな開口部を通って流動して、振動動作を緩和させる、自動車における油圧式バンパ
ーの機能に似ている。
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【００４７】
　この内袋１の場合には、この効果は、チャンバ２０間の開口部２１のサイズにより影響
され得る。開口部２１の好ましい位置は、（ｉ）内袋の外面にある接線１３の交点１２、
または（ｉｉ）図４に示した補強平面１０のほぼ中心である。さらに、緩和効果は、内袋
１を膨らませるのに使用されるガスの粘度により影響を受け得る。
【００４８】
　図２と３の比較がさらに別の態様を開示している。図２の実施の形態において、電子デ
バイス３０は、６つの補強平面１０の交差部に直接配置されている。図３の実施の形態は
、対照的に、４つの追加の補助平面４０を有してなり、その内の二つが図３において認識
できる。補助平面４０は、電子デバイス３０が配置されている６つの補強平面１０の交差
部の周りに別個の体積を形成する。これは、損傷に対して電子デバイス３０（図３におい
ては示されていない）を保護するための追加の可能性を与える。
【００４９】
　非常に鋭いキックのときに、プレーヤーのインステップ・キックがボールと内袋の内部
深くまで到達する場合、損傷を防ぐために、例えば、補助平面４０により画成される体積
に発泡体などを充填することが考えられる。より単純な代替例において、内部体積には、
変形を防ぐために特に高圧を有するガスが充填される。この保護機能に加え、補助平面４
０はさらに、補強平面１０により形成される内袋１の内部の骨組みの安定化に寄与する。
【００５０】
　補強平面１０、補助平面４０および内袋の外面は、熱成形により所望の形状にすること
ができる、軽量であるが引き裂き抵抗を有する材料から製造されることが好ましい。熱可
塑性ウレタン（ＴＰＵ）から製造された薄いフイルムを使用することが特に好ましい。使
用するＴＰＵの厚さ、その材料の性質および適用できる場合には、フイルムの予備膨張な
どの製造における適切な処理工程が、遠距離範囲に亘る内袋１の動的性質を変えるであろ
う。ガラス繊維によりＴＰＵフイルムを補強することも考えられる。そのような補強ＴＰ
Ｕは、例えば、エラストグラム社(Elastogram GmbH)により提供される。
【００５１】
　図１６ａおよび１６ｂは、異なる材料の厚さによる内袋の動的挙動への影響を示してい
る。これらのグラフは、８０ｍｐｈ（マイル毎時）（約１２８ｋｍ／時）での衝撃の場合
の四面体補強平面（図２に示すような）を持つ内袋の動的挙動を示している。図１６ａは
、内袋内部にある送信器に生じた加速（重力加速度ｇの倍数で）を示し、一方で、図１６
ｂは送信器のずれを示している。その中で、送信器は８０ｇの総重量を有するものと仮定
した。使用したＴＰＵフイルムの厚さには、内袋の応答挙動に大きな影響があることが直
ちに分かる。これは、約１ｍｍの範囲内の壁厚により、比較的低い加速値で最小のたわみ
に至ることに起因する。約０．５ｍｍの壁厚でもまだ良好な結果が得られるが、約０．１
５ｍｍの壁厚では、内袋の表皮と持続的に接触することになる。
【００５２】
　前処理の影響、特に、内袋に使用する前のＴＰＵフイルムの膨張の影響が図１７に示さ
れている。このフイルムは、歪み、すなわち、膨張に関する一つのヒステリシス曲線に従
わないことが分かる。歪みサイクルのそれぞれのヒステリシス曲線の形状は、代わりに、
以前の最大の歪み（第１の膨張に関する濃い実線、第２の膨張に関する点線、および第３
の膨張に関する実線を参照のこと）に依存する。次いで、新たなヒステリシス曲線の増加
する行き道は、この以前の歪みのヒステリシス曲線の戻り道と実質的に一致する。したが
って、内袋におけるＴＰＵフイルムの特定の膨張挙動を達成すべき場合、アセンブリ前に
フイルムを、結果として生じるヒステリシス曲線（それゆえ、ＴＰＵフイルムの膨張挙動
）が所望の形状を示す値まで膨張させることが都合よい。したがって、その結果、内袋に
おけるＴＰＵフイルムが、ボールを大幅に変形させた後またはボールを大きく加速させた
後に弛むことが避けられる。
【００５３】
　図５に示されている、図１～４の実施の形態を改変した実施の形態において、補強平面
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１０内に、相当な引張強度を受容でき、かつ、一方の端部で電子デバイス３０に、他方の
端部で内袋１を囲むボールのカーカス３００に、直接的または間接的に取り付けられる一
つ以上の搭載ケーブル３１０が組み込まれている。電子デバイスの吊り下げにカーカス３
００を伴うと、ボール内部に電子デバイス３０を固定する安定性がさらに増す。しかしな
がら、ケーブル３１０を内袋１の外面２に接続することだけも可能である。
【００５４】
　図５に示した実施の形態において、搭載ケーブル３１０は、補強平面１０の二つの部分
平面の間に位置している。これらの部分平面と搭載ケーブル３１０との間で相対的な運動
が可能であり、例えば、接着、ヒートシールなどによって、搭載ケーブル３１０を静止し
た状態にしっかりと固定することも可能である。図５の概念の単純な実施の形態（図示せ
ず）において、部分平面を一つだけ設け、例えば、適切なループまたは対応する孔を通る
通路によって、ケーブル３１０がそこに固定される。この場合、補強平面１０との接着も
可能である。純粋な搭載機能以外に、送信器３０の上述した蓄電器を充電するため、また
は外部にデータを導くために、電線路を一つ以上のケーブルに組み込んでもよい。どの場
合（図５参照）でも、ケーブル３１０は内袋１を通って外部に貫通するので、送信器３０
に電力を供給する場合、または送信器との連絡が望ましい場合、追加の通路は必要ない。
【００５５】
　図６および７は、本発明のさらに別の態様に関する。これらの実施の形態において、電
子デバイスは、内袋１の中心にあるチャンバ５０内に配置されている。図３に関して既に
説明したように、チャンバ５０は、電子デバイス３０の追加の保護を与える。しかしなが
ら、チャンバが十分に硬質である材料、例えば、軽量であるが剛性であるプラスチック材
料から製造されている場合、チャンバは、本発明による内袋のアセンブリ中に既に電子デ
バイスの敏感な部品に保護を与える。好ましいプラスチック材料は、熱可塑性ウレタン（
ＴＰＵ）および特に、例えば、ＴＥＲＬＵＲＡＮ（登録商標）の名称で得られるアクリロ
ニトリル・ブタジエン・スチレン（ＡＢＳ）である。
【００５６】
　図６は、内袋１の中心にチャンバ５０、したがって、デバイス３０の位置を決定する、
いくつかの引張要素６０の間にある連結平面５１によりチャンバ５０が形成されている単
純な実施の形態を示している。ある実施の形態において、連結平面５１は、好ましくは半
径方向に配置された引張要素６０の三分の一より多くがチャンバ５０内にあるまたはチャ
ンバ５０により置き換えられているようなサイズを有する。その結果、電子デバイスを吊
り下げるための全体の骨組みが中心で著しく補強される。しかしながら、より小さなチャ
ンバ５０となる連結平面５１のより小さな実施の形態も考えられる。
【００５７】
　現在好ましい改良型が図７に示されている。電子デバイス（図示せず）を収容する実質
的に球状のチャンバ５０が内袋１の中心に配置されている。チャンバ５０は、内袋１の内
部に関して密封することができる。このことは、チャンバ５０が、内袋１の最終製造工程
の前に内袋１の内部に配置される場合に特に好ましい。それによって、電子デバイスの敏
感な部品への高温または攻撃性ガスの影響が少なくとも減少する。しかしながら、内袋１
の内部の高い空気圧によるチャンバ５０への機械的負荷を減少させるために、チャンバ５
０に開口部５２（図７参照）を設けることも考えられる。チャンバ５０の好ましい球形状
が、電子デバイスにさらなる保護を与える。内袋１の中心に到達する衝撃は、平面の側に
当たらず、ほとんどの場合、球状チャンバ５０を側方に撓めるだけである。これにより、
電子デバイス３０に有効に作用する加速力が減少する。
【００５８】
　チャンバ５０を内袋１の中心に吊り下げるための半径方向の引張要素６０は、非常に安
定な繊維６１の束、例えば、アラミド繊維の束から製造されることが好ましい。従来技術
、例えば、独国実用新案第２０００４１７４Ｕ号明細書とは対照的に、引張要素６０は、
実質的に弾性がない、または少なくとも高弾性ではないことが好ましい。Ｔｅｃｈｎｏｒ
ａ（登録商標）の商標名で得られるＰＰＴＡ（ポリパラ－フェニレン－テレフタールアミ



(12) JP 4448077 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

ン）のコポリマーから製造された繊維が特に好ましい。束を形成するために約２００より
を平行に配置し、そのような束をいくつか（例えば２０から４０）よって完全な引張要素
６０を形成することが好ましい。これらの繊維の特別な利点は、大きな引張強度以外に、
２５０℃までの温度で内袋１をさらに加工することを可能にする高温耐性である。さらに
重要な態様は、高い引張強度の場合でさえも、これらの繊維の伸長が非常に小さいことで
ある。引張要素は、初期の長さの最大で３０％、好ましくは２５％未満、特に好ましくは
２０％未満しか伸長しない。束そして最終的には引張要素６０を構成する一よりは、好ま
しくは初期の長さの２０％未満、特に好ましくは１５％未満しか伸長できない。
【００５９】
　引張要素６０の引張強度は１２００Ｎより大きいことが好ましい。これにより、チャン
バ５０を内袋１の内部に、撓んだときに元の位置への戻りが著しく加速されるように、高
張力で吊り下げることができ、これによりボールの位置決めの正確さが改善される。
【００６０】
　図１９ａおよび１９ｂは、二つの異なる衝撃速度、すなわち、６０ｍｐｈおよび８０ｍ
ｐｈ（約９６ｋｍ／ｈおよび約１２８ｋｍ／ｈ）での、四面体状に配置された引張要素を
有する内袋の応答挙動を示している。高速（点線の曲線）での明らかに高い加速と、外面
（パネル）との長い接触とが分かる。
【００６１】
　この実施の形態において、引張要素６０を適切に設計することによって、内袋の動的性
質、すなわち、内袋の変形に対する応答に影響を与えることが一般に可能である。この目
的のために、引張要素内の繊維の数、並びに互いとの相互接続を変えてもよい。送信器を
しっかりと固定する安定性に選択的に影響を与えるために、非線形膨張挙動を有する上述
したアラミド繊維以外の繊維を使用することも考えられる。
【００６２】
　繊維束６１の外端と内端の周りにプラスチック材料を射出して、搭載手段６２を製造す
ることが好ましい。この場合、引張要素６０は、引張要素を球状チャンバ５０にしっかり
と固定するために、適切なサイズの開口部５３に通して導くことだけが必要である。搭載
手段６２の周りに射出され、デバイス３０の挿入後に互いに挟まれるまたは溶着される二
つ以上の（半）殻からチャンバを製造することも考えられる。その結果、内袋の製造は著
しく容易になる。
【００６３】
　もう一度射出された搭載手段６２を用いて、搭載脚部６３を、チャンバ５０の反対の引
張要素６０の端部に配置する。搭載脚部６３は、チャンバ５０および引張要素６０を、内
袋１の外面２にしっかりと固定するように働く。これは、接着、高周波溶着またはプラス
チック材料に一般的な他の加工技法により行ってもよい。搭載脚部６３を十分な耐熱性の
材料から製造すれば、内袋１全体は、最終的な成形工程によって所望の形状とサイズにす
る前に、最初に予備組立てすることもできる。
【００６４】
　図１３ａ～１３ｄは、引張要素６０を内袋１の外面２にしっかりと固定するための搭載
脚部６３の様々な現在好ましい実施の形態を示している。搭載脚部６３は、一方で、内袋
１の外面２のための十分な大きな接触面６５を、他方で、引張強度を保証するためのそれ
ぞれの引張要素６０のための支持体を有さなければならない。
【００６５】
　図１３ａの実施の形態において、引張要素（図示せず）は、ピン（図示せず）の周りに
ループ状に案内され、このピンは、搭載脚部６３の接触面６５の凹部６４内に配置されて
いる。このピンは、十分に安定なプラスチック材料から製造しても、最高の張力に耐えら
れる金属から製造してもよい。引張要素６０（図示せず）の二つのくくりつけていない端
部は、この実施の形態においては、チャンバ５０に固定される。
【００６６】
　図１３ｂは、引張要素がその周りを案内される（金属）ピンの代わりに、ボタン状の挿
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入体６７を用いた変更例を示している。この実施の形態は、ボタン状挿入体６７は、高い
引張応力に耐える大きな表面を有するので、搭載脚部６３が完全にプラスチックから製造
されている場合により都合よい。
【００６７】
　図１３ｃは、製造を単純にすることができるさらに別の変更例を示している。ここでは
、引張要素６０（図示せず）のループは、さらに別の部品を必要とせずに、接触面６５に
ある適切な凹部６８を通して案内される。
【００６８】
　最後に、図１３ｄは、最初に、プラスチック材料が引張要素の端部の周りに射出され、
次いで、接触面の凹部により受容される（図１３ｄにおいて詳細に認知できない）実施の
形態を示している。この変更例の製造は、特に単純に自動化できる。射出の代わりに、接
触面６５の凹部により受容される引張要素（図示せず）の外端に結び目を形成することも
考えられる。
【００６９】
　内袋上の引張要素の搭載脚部６３に関して説明した実施例は、より小さな実施の形態に
おいて、それぞれの引張要素６０の内端でチャンバ５０をしっかりと固定するために使用
することができる。さらに、一つ以上の引張要素６０が内袋１の外面２を通って延在し、
カーカス３００上にしっかりと固定されている場合に、説明した搭載脚部６３を使用して
も差し支えない。全ての実施の形態において、引張要素に使用することが好ましい繊維の
端部を補強することが意味のあることであろう。
【００７０】
　引張要素６０が、対になって実質的に同じ角度で囲むように配置されることが特に好ま
しい。図７に示すような４つの引張要素の場合、これにより、１０９．４７°の角度で引
張要素６０の四面体形状が形成される。６つの引張要素を使用する場合、９０°の角度と
なる。
【００７１】
　送信器の吊り下げのさらに別の安定化について、引張要素６０間に一つ以上の横方向の
接続手段を配置することも可能である。そのような実施の形態の一つが図１４に示されて
いる。中心から半径方向に延在する引張要素６０以外に、複数の横方向の接続手段６９が
見える。三次元の蜘蛛の巣に似た構造が生じる。したがって、ボールの加速中または変形
中に生じる力は、内袋全体により均一に分布され、ボールの応答挙動はより均質になる。
【００７２】
　図１５はさらに別の実施の形態を示している。ここでは、少なくとも一つの引張要素６
０が、分岐点１６１から内袋１の外面２へと延在する、複数の副要素１６０に分岐してい
る。それゆえ、引張要素６０を介して伝達される引張負荷の接触点は、外面２の大きな範
囲に亘って分布している。図１５に示した態様において、分岐点１６１は外面に近い。し
かしながら、分岐点を引張要素６０の中心またはチャンバ５０の近くに位置させることも
可能である。一つ以上の副要素を再度分岐させる構成（図示せず）も考えられる。最後に
、図１４の横方向の接続手段６９を図１５の副要素と組み合わせることも可能である（図
示せず）。この場合、横方向の接続手段は、引張要素同士、または引張要素と副要素、も
しくは副要素同士を接続してもよい。この場合、ボールの力学的性質を確実に均一にする
ために、少なくとも実質的に対称である構成が好ましい。
【００７３】
　繊維束、例えば、上述したアラミド繊維を引張要素として使用する場合、分岐点１６１
での分割は、実現するのが特に簡単である。この場合、束は、分岐点１６１から外面２に
異なる方向で延在する、別個の部分束に分割することだけが必要である。
【００７４】
　図８は、図７の実施の形態の改良形を示している。この実施の形態において、搭載脚部
６３は、例えば、接着、高周波溶着、または同様の技法によって、カーカス３００の内面
の対応する搭載面３３０（図８参照）に接続されている。図５の実施の形態と同様に、カ
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ーカス３００は、それによって、安定性の程度を追加するために、図８において送信器の
吊り下げに含まれる。
【００７５】
　図９および１０は、本発明のさらに別の態様に関する。この実施の形態において、内袋
１、支柱６０’およびチャンバ５０’は、好ましくは一体の材料片、例えば、ラテックス
から製造される。ラテックスは、必要であれば、追加の繊維および／または前処理、例え
ば、膨張によって補強することができる。この補強繊維は、ラテックス溶液の製造中に加
えても、後に導入してもよい。繊維が製造中にラテックス材料中に埋め込まれるように、
ラテックス溶液の成形器具の特定の位置に配置することも考えられる。さらに別の実施の
形態において、内袋１の弾性特性に局部的に影響を与えるために、厚さの異なるラテック
ス材料が用いられる。
【００７６】
　内袋１は、内袋１の外面から内部に延在し、チャンバ５０’を画成する複数の中空支柱
６０’を有してなる。中空支柱６０’の一つは、電子デバイス３０を挿入し、必要であれ
ば取り出すための大きな直径を有する。この中空支柱の重い重量を埋め合わせるために、
反対側に内袋１の弁のための受容部７０を配置することが好ましい。その結果、膨らまさ
れた内袋が不釣り合いとなることは大部分避けられる。内袋１が膨らまされたときに、空
気圧がチャンバ５０’の壁５１’をデバイス３０に押し付け、どのような追加の手法も必
要とせずに、デバイス３０を内袋１の中心に固定する。上述した実施の形態とは対照的に
、電子デバイスを挿入した後には、もはや接着も溶着も必要ない。図９のチャンバ５０’
並びに中空支柱６０’の形状と直径は単に概要である。複数の電子デバイス、例えば、上
述した余分な送信器を受容するために、他の寸法並びにいくつかのチャンバ５０’の配置
も考えられる。
【００７７】
　図１０は、図９の実施の形態の改良例を示しており、ここでは、送信器３０は、中空支
柱６０’を通って延在する追加の搭載ケーブル３１０によってカーカス３００に固定され
ている。この実施の形態は、ケーブル３１０が、送信器３０を内袋１の中心に安定な様式
で維持するのに十分な張力を生じさせることができるので、どのような補強ラテックス材
料も必要とせずに実施できる。したがって、図１０の実施の形態は、都合のよい様式で、
図７および８の実施の形態の態様を、図９の改良例と組み合わせている。
【００７８】
　加速と撓みへの異なるラテックス材料の影響が図１８ａおよび１８ｂに示されている。
特に、それぞれの使用する材料によって、最初の衝撃後の振動挙動が明らかに異なること
が分かる。点線の曲線は、約３５７ｍｓ後の送信器の著しい第２の加速を示すが、この「
後振動」は、実線の曲線に対応する材料には全く観察できない。「２×Ｃ１０ラテックス
」と称する材料は、「ベースラテックス」と称する材料と比較して実質的に二倍の硬さを
有する。
【００７９】
　図１１および１２は、複雑な内袋、例えば、図１～４に示した内袋１を製造するための
考えられる装置を示している。この目的のために、いくつかの成形部材１００が、融点の
低い材料、例えば、ワックス、または適切な液体（水または油など）中に溶解する材料か
ら製造される。ここに開示される実施の形態において、成形部材１００は、球のセグメン
トとして形成される。ピン状の接続体１０１を用いて、これらの成形部材１００は、水平
と垂直の間隙１０２が球を通って延在するように組み立てられる。幾何学的な観点から、
間隙１０２は、球の中心にその中心を持つデカルト座標系により定義される平面にある。
特に、図２に示した補強要素の四面体構成を形成するための、他の構成も可能である。
【００８０】
　組み立てた部材１００を、成形、例えば、射出成形または適切な内袋材料（例えば、ラ
テックス）の溶液中への浸漬のために使用すれば、内部に補強平面を有する一体の内袋が
形成される。最後の成形工程の最中に、送信器（図示せず）を、成形部材１００によりそ
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の位置に維持しても、完成した内袋中に後で挿入してもよい。ピン状の接続体１０１のた
めに、成形部材１００の周りに成形された内袋のセグメントの間に管状の接続部がある。
その結果、内袋１全体を膨らませるために、一つの弁接続（図示せず）しか必要ない。
【００８１】
　図１２は、所望の位置に内袋１を成形する最中に成形部材１００を維持するための装置
を示している。この目的のために、金属片またはプラスチック片２０１などから製造され
た外部の骨組み２００を、いくつかの方向から、組み立てられた成形体の内部を通って延
在するワイヤ２０２と共に用いる。さらに、ワイヤ２０２は、内袋を製造する最中に送信
器を適所に保持するように働いてもよい。最後に、ワイヤ２０２は、送信器を上述した様
式でカーカスにしっかりと固定する搭載ケーブル３１０として後に働くことができるよう
に、製造中に内袋中に組み込んでもよい。
【００８２】
　成形プロセスを終了したときに、外部の骨組み２００を取り外し、成形部材１００を含
む内袋を、使用した材料の融点まで加熱する。次いで、内袋を動かすことにより、弁の開
口部を通して液体材料を除去する（弁を挿入する前に）。液体中に溶解する成形部品の場
合、これらの部品は、適切な溶剤に接触させることにより溶解される。その結果、複雑な
内袋形状は、内袋の中心に電子デバイスをしっかりと固定するための手作業の工程を大部
分はもはや必要としない上述した方法によって製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の第１の実施の形態の概略図
【図２】補強平面の実施の形態の斜視図
【図３】補強平面のさらに別の実施の形態の斜視図
【図４】補強平面のさらに別の実施の形態の斜視図
【図５】搭載ケーブルが組み込まれた内袋内の補強平面に関するさらに別の実施の形態の
平面図
【図６】本発明のさらに別の実施の形態による内袋内の引張要素およびチャンバを示す斜
視図
【図７】さらに別の実施の形態の電子デバイスのためのチャンバおよび引張要素を示す斜
視図
【図８】電子部品の搭載に、カーカスが追加に関与しているさらに別の実施の形態を示す
平面図
【図９】本発明のさらに別の実施の形態によるいくつかの中空支柱を有する実施の形態の
概略図
【図１０】追加の搭載ケーブルが送信器をカーカスにしっかりと固定している図９の実施
の形態の変更例の平面図
【図１１】複雑な形状を有する内袋の製造のための成形要素の斜視図と分解斜視図
【図１２】内袋を成形する最中の図１１の成形要素を支持するための骨組みを示す斜視図
【図１３】例えば、図７の実施の形態に用いられるような搭載手段の例を示す斜視図
【図１４】引張要素の間の追加の横方向の接続を示す図
【図１５】枝分れする引張要素を示す概略図
【図１６】様々な厚さのＴＰＵフイルムに関する送信器の加速とずれを試験するための有
限要素分析の結果を示すグラフ
【図１７】ＴＰＵフイルムの膨脹に関するヒステリシス曲線を示すグラフ
【図１８】様々な種類のラテックスを使用したときの送信器の加速とずれを試験するため
の有限要素分析の結果を示すグラフ
【図１９】異なる衝撃速度に関する本発明の実施の形態の動的応答挙動を示すグラフ
【符号の説明】
【００８４】
　　１　　内袋
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　　１０　　補強平面
　　２０　　チャンバ
　　３０　　電子デバイス
　　４０　　補助平面

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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